
　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。
　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間
が省けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とさせていただくことにより月々50円
割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い６か月前納・１年前納もあり、大変お得で
す。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希
望の金融機関または年金事務所へお申し出ください。
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被保険者証について

　新しい被保険者証（若草色）について
　平成24年7月下旬に、ご自宅に郵送（簡易書留）させていただきます。
　ピンク色の被保険者証は、平成24年8月1日以降ご使用になれません。
　新しい被保険者証（若草色）が届きましたら、8月1日以降にピンク色の被保険者証は役場保険福祉課に
返却するか、または破棄してください。 

《住民税非課税世帯に属する被保険者が入院するときは……》 
　　　入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院の窓口へ提示すると、食事代が減額
　　されます。
　　　この減額認定証の交付を受けるには、申請が必要です。役場保険福祉課へ申請してください。

保険料について
　後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。

　原則、７月中旬頃に保険料額及び納付方法の通知を役場から送付します

○保険料の計算方法
　　保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その方の所得に応じて負担する「所得割額」の

　合計額になります。

※平成24年度の保険料から、改定による新保険料になります。

※総所得金額等とは
　・各収入から必要経費（公的年金控除額や給与控除額等）を差し引いた所得の合計額で、申告分離課税の所得
　　金額や山林所得金額を含みますが退職所得は含みません。
　・遺族年金や障がい年金は収入に含みません。
　・各種所得控除（社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除等）は適用されません。

+ ＝
 

(総所得金額等※－33万円）

×7.55％

年 間 保 険 料 額所 得 割 額均 等 割 額

39,120 円 （限度額55万円）

被保険者証が変わります。

後期高齢者医療後期高齢者医療
○国民年金基金とは、
　　国民年金法に基づく公的な制度であり、国民年金に上乗せする任意加入の年金です。
　　「国民年金基金」には、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が加入できます。
　サラリーマンとの年金額の差を解消するべく、厚生年金（共済年金）に相当するいわゆる二階建て
　部分を担い、豊かな老後を送るための年金制度です。

○見過ごせないメリットとは、
　①国民年金基金の掛金は全額社会保険料として、所得控除できます。
　②終身年金として受取っていただけます。
　③掛金は一定です。
　④受け取る年金も、公的年金控除等の対象となります。

　詳しくは、三重県国民年金基金までお問合せください。
　フリーダイヤル　0120－291－284　　ホームページ　http：//www.miekikin.or.jp/
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　7月11日㈬～7月20日㈮の期間に、夏の交通安全県民運動が実施されます。一人ひとりが交通安全を意識し、
事故防止に努めましょう。

【運動の重点】
　①子どもと高齢者の交通事故防止　　　　　　　　　　　　　　　　
　②自転車の安全利用の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　④飲酒運転の根絶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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